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検討項目 

「首都圏７大学の経営改善の取組状況及び 

施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について」 

６．国立大学法人 東京工業大学 

委員等のコメント 

●施設管理運営業務について、貴学では単年度契約のものが多い。複数年度契

約をすれば民間参入が容易となり、決裁手続も減る等合理化できるのだが、

単年度契約をしている理由はあるのか。 

●複数年度契約を行っているものがすべて随意契約なのは問題。現段階で来年

度に一般競争で複数年度化を検討しているものはいくつあるのか。 

●貴学が施設管理業務の包括発注に関して｢入札不調、請負者の債務不履行等が

生じた場合に契約に係る全ての業務に支障が起こり、教育･研究に多大な被害

を及ぼす｣おそれを懸念する旨言及しているのは、受注する企業側の現状につ

いて十分な情報収集ができていないため。 

●契約担当者が、大学が法人化される前と同様、単に「予定価格など契約関係

書類の作成」することのみが仕事である体制を続けていると、受注側がどの

ような発注の形態を好むのかなどの情報収集や、施設管理業者の受注の現状

の勉強ができない。世の中の業界の動向を知らずに｢リスクがある｣というの

は不毛な議論。 

●エレベーターの保守点検業務については随意契約となっているのは理由があ

るのか。 

●点検等及び保守契約を随意契約で行なう場合に、契約金額の妥当性を検証で

きているのか。横の比較などの削減の努力を行っているのか。また、点検等

及び保守契約以外に、随意契約は行っていないのか。 

●少額の随意契約が認められる上限が、法人化の際に引き上げられたことに関

し、「金額が引き下げられれば事務が煩雑となり定員等が削減される中では

業務ができなくなる」と本日前半に東京大学が主張したが、他の中央省庁や

独立行政法人と比べて大学の経費等の削減が特に大きい状況にはないので、

納税者に対して説得力のある意見とはいえない。  

● 50 万円以上の契約については、複数業者から見積合わせをしているとのこと

だが、いつも同じ 4 社や 5 社から見積もりを取っているようであれば競争原
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理は機能しなくなる。常に新規事業者が参入してくる体制にしないと価格は

下がらない。新規事業者が見積りに参入しているかなどをきちんとモニタリ

ングをしなければ実質的な効率化が図れない。そのような契約の監査にも十

分に手が行き届いているのか。 

●各種の施設管理業務を包括化発注すると、最初は全体のマネジメント部分を

上積みして見積価格を提示してくるので個別業務発注よりも高くなるため、

引下げ交渉で摩擦も起こる。だが、包括化の過程で、各業務の流れが明らか

になり、また、業務の見直しで長い目で見ればコストカットが実現する。必

ずコストダウンできるはずなので、もう少し研究された方がいいのではない

か。 

●運営費交付金が厳しく削減される中で、一般管理費等を削減していくことは

重要なこと。その手法として、公共サービス改革法の民間競争入札の活用も

考えられるのではないか。これからも経営の効率化のための見直しを進めて

いただきたい。 


